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気候変動適応法の施行について（当面の予定） 

 

環境省地球環境局 

 
１ 気候変動影響評価の実施 

法第 10 条において、環境大臣は、気候変動の観測、監視、予測および評価に関する最

新の科学的知見を踏まえ、中央環境審議会の意見を聴いて、報告書を作成することとな

っている。 

前回（2015 年）の報告書作成から５年後の 2020 年度を目途に、次期気候変動影響評価

報告書を作成予定。このため、2019 年１月頃に中央環境審議会へ諮問し、気候変動影響

評価の作業を進める。 

 

 

２ 気候変動広域協議会の立ち上げ 

法第 14 条に基づき、地域における気候変動適応を推進することを目的とし、地方公共

団体、関係省庁地方支分部局、有識者等で構成される広域協議会を立ち上げる。環境省

予算事業（地域適応コンソーシアム事業）で既に設立されている地域協議会を踏まえ、

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州・沖縄の７地域で設置。第１回目の

広域協議会は、１月～２月を予定。 

 

 

３ 関係研究機関等との連携 

法第 11 条第２項に基づき、国立環境研究所は、気候変動適応計画に基づき、気候変動

等に関する調査研究又は技術開発を行う国の機関又は独立行政法人と連携することとな

っている。国立環境研究所との連携・協力が想定される各省庁所管の研究機関等は別表

のとおりであり、今後、国立環境研究所から各機関と調整させていただく。 

 

 

４ 気候変動適応計画の進捗管理方法 

気候変動適応計画の進捗管理については、これまで実施されてきた「気候変動の影響

への適応計画」（平成 27 年 11 月閣議決定）のフォローアップ等を踏まえて毎年度実施す

ることとする。具体的には本推進会議の幹事会で検討し、適時適切に推進会議に報告す

る。 

なお、気候変動適応に関する評価手法の設定については、国際的な課題となってお

り、法第９条においても、政府が気候変動適応計画の実施を通じて評価手法等を開発す

るよう努めることとされている。同評価手法についても、計画の進捗管理の作業と併せ

て相談させていただく予定。 

 

 

資料２ 
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５ 今後のスケジュール（予定） 

時期 内容 

2019 年１月頃 

2019 年１月～２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年目途 

 

 

2021 年目途 

 

中央環境審議会へ気候変動影響評価に関する諮問 

気候変動適応広域協議会（７地域）の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気候変動影響評価報告書の公表 

 

 

気候変動適応計画の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・気候変動影響評価報告書の作成 
・気候変動適応計画の進捗管理（毎年度） 



資料２ 別表

国立環境研究所との連携・協力が想定される研究機関等の例

研究機関等

宇宙航空研究開発機構

海上・港湾・航空技術研究所

海洋研究開発機構

科学技術振興機構

気象庁気象研究所

建築研究所

国際農林水産業研究センター

国土技術政策総合研究所

国立感染症研究所

国立極地研究所

国立保健医療科学院

産業技術総合研究所

情報通信研究機構

森林研究・整備機構森林総合研究所

水産研究・教育機構

土木研究所

農業・食品産業技術総合研究機構

防災科学技術研究所

理化学研究所


